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１．はじめに
　日米欧中韓の五大特許庁（五庁）は、本年６月１日、
第10回五大特許庁長官会合を開催した。この会合で
は、５か国の制度調和を含む、新たな「五庁ビジョ
ン」が合意されるとともに、「制度調和に向けた努力
の続行」などの「五庁共同声明」が合意された。今
後とも、日中韓を含め、多くの国々の間でグローバ
ルな知財システムが実現することに期待したい。

　本稿は、日中韓特許庁による「日中韓の審判実務
の比較研究（無効審判）」における主要な論点につい
て、複数回に分けて紹介し、解説を行うものである。
今回は、「訂正の請求」について説明を行う。

２．訂正の請求
　訂正の請求は、特許無効審判中に訂正を行う手続
きであり、日中韓において、このような手続きが
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可能とされている。ここでは、訂正の請求について、
日中韓の審判実務を対比して解説する。

（１）請求の主体と時期

　＜日本＞

特許無効審判の被請求人（特許権者）は、特許
無効審判中の指定期間に限り、願書に添付した明
細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求する
ことができる（第134条の２第１項）。訂正の請求
ができる期間は、以下のとおりである。
① 特許無効審判の請求書副本の送達に伴う答弁

書提出期間（第134条第１項）
② 審判請求書の請求の理由について、要旨変更

補正が許可された場合における、当該審判請求
書に対する手続補正書の副本送達後の答弁書提
出期間（第134条第２項）

③ 審決取消訴訟における権利維持の審決に対す
る取消の判決確定の日から１週間以内に被請求
人から申立があったときの訂正の請求のための
指定期間（第134条の３）

④ 職権審理により当事者又は参加人が申し立て
ない理由についての無効理由通知に対する意見
書提出期間（第153条第２項）

⑤ 審決の予告時の指定期間（第164条の２第２項）
　◎日本国特許法

　第134条の２（特許無効審判における訂正の請求）

１　特許無効審判の被請求人は、前条第１項若し
くは第２項、次条、第153条第２項又は第164条
の２第２項の規定により指定された期間内に限
り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又
は図面の訂正を請求することができる。

　＜中国＞

専利権者は、無効宣告請求（無効審判請求）の
審査過程において、権利要求書（特許請求の範囲）
について補正をすることができる（専利法実施細
則第69条第１項）。

権利要求書の補正の時期については、無効宣
告請求において、専利復審委員会が決定を行うま
でであって、以下の状況の答弁書提出期間に限り、
権利要求書の補正をすることができる（専利審査
指南第４部分第３章4.6.3）。
① 無効宣告請求書に対するもの
② 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した

証拠に対するもの
③ 専利復審委員会が引用した、請求人が言及し

ていない無効宣告事由又は証拠に対するもの
　◎中国専利法

　第69条 

無効宣告請求の審査過程において、発明又は実
用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正す
ることができる・・・。

　＜韓国＞

特許無効審判における被請求人（特許権者）は、
特許無効審判の手続中において、特許発明の明細
書又は図面の訂正を請求することができる（特許
法133の２条第１項）。訂正の請求は、次の時期に
することができる（特許法第133の２条第１項）。
① 特許無効審判の請求書の副本の送達による答

弁書の提出期間（特許法第147条第１項）
② 職権によりなされた特許無効理由の通知に対

する意見書提出期間（特許法第159条第１項後
段）

③ 審判長が特許法第147条第１項の規定に基づい
て指定された期間後も請求人が証拠を提出す
るか、新たな無効事由を主張することにより訂
正の請求を許容する必要があると認める場合に、
定められた期間（特許法第133の２条第１項後
段）。ここで、当該証拠は記載不備主張のように、
無効原因に対して客観的･論理的に裏付けされ
る主張まで含まれる。

　◎韓国特許法

　第133条の２（特許無効審判手続での特許の訂正） 

１　第133条第１項による審判の被請求人は、第
136条第１項各号のいずれかに該当する場合に
のみ第147条第１項又は第159条第１項後段に
よって指定された期間に特許発明の明細書又は
図面に対して訂正の請求をすることができる。
この場合、第147条第１項に従い指定された期
間後にも請求人が証拠を提出したり、新しい無
効事由を主張することにより審判長が訂正の請
求を許容する必要があると認める場合には、期
間を定めて訂正の請求をさせることができる。

　＜解説＞

訂正の請求の期間として、無効審判請求書に対
する抗弁の期間（答弁書の提出期間）、職権によ


